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(54)【発明の名称】 超音波ドップラーフローファントム

(57)【要約】
【課題】  本発明は、小型、且つ、相当な撮像及び測定
深さで超音波システムの性能を評価することができる超
音波ファントムを提供することを目的とする。
【解決手段】  流体が入れられる複数の流路を有する組
織模倣材料を含んで形成される超音波ドップラーフロー
ファントムを開示する。流路は、管からなり、夫々異な
る角でファントムの異なる部分の深さにわたって延在す
る。各路はファントムの上部にあるシミュレートされた
皮膚表面に位置するプローブによって個別にアクセスさ
れるため、プローブの性能は浅い深さから非常に深いと
ころまでの幅広い範囲の深さにわたって、且つ、幾つか
の流れ角にわたって評価され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  組織の中の流れの状態をシミュレートす
る音響フローファントムであって、
包囲部と、
上記包囲部の中にある組織模倣材料と、
音響トランスデューサがアクセスすることができる表面
と、
上記組織模倣材料の中を延在すると共にファントムの異
なる深さの範囲を横切る複数の流路とを有する音響フロ
ーファントム。
【請求項２】  上記表面は、上記組織模倣材料の上表面
であり、上記組織模倣材料を上記包囲部に密閉させるダ
イヤフラムを有する請求項１記載の音響フローファント
ム。
【請求項３】  上記包囲部は、上記流路へのアクセスを
提供する、上記ファントムの異なる側に位置する複数の
ポートを更に有する請求項１記載の音響フローファント
ム。
【請求項４】  上記流路は、第１の深さから第２の深さ
まで上記組織模倣材料の中を延在する第１の流路と、
第３の深さから第４の深さまで上記組織模倣材料の中を
延在する第２の流路とを有し、
上記第１の深さは上記第４の深さよりも浅く、上記第３
の深さは上記第２の深さと同じ若しくは上記第２の深さ
よりも浅い、請求項１記載の音響フローファントム。
【請求項５】  上記第１の及び上記第２の流路は、略直
線に延在する請求項４記載の音響フローファントム。
【請求項６】  上記第１の及び上記第２の流路は、略音
響的に透明な管を有する請求項５記載の音響フローファ
ントム。
【請求項７】  上記流路は、交差しない、上記組織模倣
材料を通る垂直面にあり、
上記各流路は、上記表面と接触する音響トランスデュー
サによって個別に音響的に動作される、請求項１記載の
音響フローファントム。
【請求項８】  上記流路の一つは、約６０度の傾斜角で
深さ範囲を横切る、請求項１記載の音響フローファント
ム。
【請求項９】  上記組織模倣材料の中を延在する流路を
相互接続するために選択的に使用される流路を更に有
し、
流体は、上記組織模倣材料の中を延在する上記流路の中
に連続的にポンプで入れられる、請求項１記載の音響フ
ローファントム。
【請求項１０】  超音波ドップラーファントムであっ
て、
包囲部と、
上記包囲部の中にある組織模倣材料と、
上記組織模倣材料の中に位置する複数の流路とを有し、
上記組織模倣材料は表面を有し、上記ファントムの使用
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中、超音波エネルギーは、上記表面を通って上記材料の
中に入り、上記材料は、上記表面から最大の深さまでの
深さの範囲にわたって延在し、
上記各流路は、浅い深さから深い深さまでの深さの範囲
の異なるサブ範囲にわたって延在し、上記サブ範囲は上
記深さの範囲の大部分を占める、超音波ドップラーファ
ントム。
【請求項１１】  上記各流路は、異なる傾斜角でサブ範
囲を横切る、請求項１０記載の超音波ドップラーファン
トム。
【請求項１２】  上記各流路は、略直線に延在する請求
項１１記載の超音波ドップラーファントム。
【請求項１３】  上記各流路は、上記組織模倣材料にお
ける任意の流路の垂直面と交差しない垂直面にある請求
項１１記載の超音波ドップラーファントム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断撮像シ
ステム用の試験機器に係わり、特に、カラーフロー及び
ドップラー感度を測定し試験するドップラーフローファ
ントムに関わる。
【０００２】
【従来の技術】ファントムとは、超音波システムの性能
を評価し校正するために幅広く使用されている装置であ
る。ファントムは、組織模倣材料を含む箱型装置であ
る。組織模倣材料とは、人体の音響反応と非常によく適
合する音響応答を有する物質である。一般的に、このよ
うな材料は、ゼラチン質材料のような非常に水ベースの
材料であり、その中に体の音響散乱効果をシミュレート
する粒子又は他の材料が混合される。ファントムは、通
常、その異なる深さにおいて既知の大きさ及び寸法のオ
ブジェクトを含む。これらオブジェクト、例えば、小さ
いボール、液体で充填された風船及び流体の塊は、超音
波システムが正しく合焦されているとき鮮明に撮像され
る他の特徴的ターゲットの鏡像を与えるか、このような
ターゲットを検出又は視覚化するために超音波システム
の能力を試験するのう胞及び腫瘍のような病状をシミュ
レートする。
【０００３】ドップラー超音波能力を試験し評価するた
めに使用される特定のタイプのファントムは、フローフ
ァントムである。フローファントムは、組織模倣材料か
ら一般的になり、その中に管が通される。液体が管の中
にポンプで入れられ、血液が流れる血管をシミュレート
される。ドップラープローブは、皮膚表面をシミュレー
トする組織模倣材料の上表面と押し付けて接触され、流
れている液体を撮像するか、その速度を測定することが
試みられる。このようにしてフローファントムにより、
超音波システムのドップラー能力は、評価され測定され
得る。
【０００４】ドップラー超音波が最初に使用されたと
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き、この超音波の能力は、体の比較的深いところでは非
効果的又は信頼できなかったため、頚動脈のような浅い
（浅）血管中の流れを測定するために主に使用されてい
た。しかしながら、ドップラー超音波システムの性能及
び感度が長年にわたって改善されると、体内のより深い
ところでドップラー撮像を実施しドップラー測定を行う
ことが可能になった。その結果、より深い場所でドップ
ラー撮像及び測定の性能を試験する能力を提供するファ
ントムが必要となった。しかしながら、より深い場所を
シミュレートするファントムは、前のファントムよりも
必ず大きく且つかさばる。これは、ファントムが、使用
される異なる超音波システムのサイトに簡単に移動され
るよう携帯可能でなくてはならないため、望ましくな
い。小型でありながら、相当な撮像及び測定深さでの超
音波システムの性能の評価を可能にするような超音波フ
ァントムが必要である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、小型、且
つ、相当な撮像及び測定深さで超音波システムの性能を
評価することができる超音波ファントムを提供すること
を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の原理によると、
異なる範囲の深さ又は入射角でドップラー性能を評価す
ることができるように夫々設計された多数の流路を有す
るフローファントムが提供される。多数の路を組合すこ
とにより、現在使用されているファントムよりも著しく
大きいファントムを必要とすることなく相当な範囲の深
さにわたってドップラー感度及び性能を測定することが
可能となる。
【０００７】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の原理に従って構
成されるドップラーファントム１０を示す斜視図であ
る。ファントム１０は、組織模倣材料で充填されたケー
ス１２を有し、組織模倣材料の中に流路が延在する。こ
のケースは、ＡＢＳプラスチックのような堅く弾力性の
ある材料からなる。外側のケースは、内側の箱と整列さ
れ、内側の箱は組織模倣材料を含み、外側のケースから
取り出され得る。このような内側の箱は、例えば、プレ
キシグラスからなりうる。好ましい組織模倣材料は、
［Ｃｉｔｙ，Ｓｔａｔｅ］のＣＩＲＳ，Ｉｎｃ．「？」
によって製造された固体の伸縮性のある水ベースポリマ
ーである登録商標Ｚｅｒｄｉｎｅである。Ｚｅｒｄｉｎ
ｅは、０．５ｄｂ／ｃｍ／ＭＨｚの音響減衰量を有し、
音の速さは１５４０ｍ／秒である。
【０００８】ケースと箱１２は、上で開けられ、皮膚表
面をシミュレートし、ケースの上を密閉するポリウレタ
ン又はサランのようなゴムのようなダイヤフラム１４で
覆われ、組織模倣材料が雰囲気に曝されて乾燥されるこ
とを防止する。ケースの上縁の周りにはリップ１６が形
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作られ、このリップ１６は、ファントムの上部にプロー
ブと使用される水及び結合ゲルを制限する。本発明の実
施例は、所望のとおり、リップ１６によって例示するよ
うに一体化した水ダムを有してもよく、取外し可能な水
ダムを有してもよく、又は、水ダムを有しなくてもよ
い。
【０００９】ケースの一方の側１８には３つのポート２
０、２２、及び、２４が成型され、これらポートはファ
ントムの中にある流路へのアクセス手段となる。図示し
ない３つの他のポートは、ケースの反対側に位置する。
ファントムは、ケースの一方の側にあるポートからケー
スの他方の側にあるポートまで延在する３つの流路を含
む。流路は、Ｃフレックス管のような音響的に透明な管
によって設けられる。構成された実施例では、各ポート
の内側に有刺ホース結合部が位置され、管はファントム
の両側にあるホース結合部の間で接続される。
【００１０】図２は、ケースと上ダイヤフラムが取り除
かれた状態の、組織模倣材料３０を例示する。図中、流
路３２、３４、及び、３６は可視である。各流路は、異
なる角で傾斜が付けられ、異なる入射角での流体の流れ
のドップラー検出を評価することが可能となる。更に、
各流路はファントムの両側にある２つのポートの間で異
なる範囲の深さを横切る。流路の一つ、例えば、最も浅
いところにある流路３２は、皮膚表面の真下にある仮の
血管をシミュレートするために所望であれば水平面にお
かれてもよい。各流路は、ポンプ及び管のような流体源
を一つのポートに接続して、流体戻り部を流路の反対側
の端にある他方のポートに接続することで独立して動作
され得る。流路は、矢印４４で示すように、一つの流体
源が同時に２つの又は３つの流路の中を通ることができ
るよう相互接続されてもよい。外部管が矢印４２及び４
４で示すように、ポート２０、２２、２４等に接続され
ているとき、流体は、流路３６の中にポンプで入れら
れ、続いて、流路３２及び流路３４にいれられ、流路３
４から出てポンプの流体貯蔵部に戻される。血液の特性
をシミュレートする適当な流体は、Ult.in Med & Bio
l., vol.25, no.1, pp.105-110 (1999)から発行された
K.V. Ramnarine外による論文”Doppler Backscatter Pr
operties of a Blood-mimicking Fluid for Doppler Pe
rformance Assessment”に記載されている。
【００１１】図３は、各流路３２、３４、３６がファン
トムにおいて異なる垂直面にあることを示す、ファント
ムのシミュレートされた皮膚表面の平面図である。これ
により、プローブは、所望の流路の上のシミュレートさ
れた皮膚表面ダイヤフラム１４と接触するよう配置され
ることで妨げられることなくどの流路にもアクセスする
ことができる。所望の場合には、同じファントムで非ド
ップラープローブを試験するためにモノフィラメントワ
イヤ及びボールのような他のターゲットが流路の間に位
置されてもよい。
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【００１２】図４は、ファントム中の流路の正確な位置
及び角度を示す側面図である。流路の上にある矢印は、
図２に示すようにポンプ及び外部管が接続されたときの
流体の流れの方向を示す。図４に示すように、例示する
ファントムにより、１乃至２２センチメートル（ｃｍ）
の範囲にある深さでの流れ測定の試験が可能となる。フ
ァントムの高さは、ダイヤフラム１４から組織模倣材料
の底まで２４ｃｍである。最も浅い流路３２は、垂直方
向に対して８２°の角で傾斜が付けられ、ファントムを
幅方向に横切ると、最も浅い深さである１ｃｍからその
最大の深さである約４ｃｍまで延在する。
【００１３】次の流路３４は、１ｃｍから約１２ｃｍま
で延在し、６０°の角で傾斜が付けられ、この角は、ド
ップラー超音波に関して一般的な基準角である。
【００１４】最も深い流路は、８ｃｍから２２ｃｍまで
延在し、５２°の角で傾斜が付けられる。従って、３つ
の流路の深さの範囲は、１ｃｍから２２ｃｍまで完全に
延在し、隣接する範囲間の重なり合いは僅かである。深
さの範囲は、ファントム設計者の目的に応じて連続的、
非連続的、又は、完全に重なり合ってもよい。傾いた流
路によって占められる深さの範囲は、ファントムの深さ
全体の８０％、最も好ましくは９０％にわたることが好
ましい。異なる深さで多数の流路を使用することにより
ファントムは、単一の流路が同じ傾斜角で１から２２ｃ
ｍまで傾けられる場合よりも、狭く且つ小型である。幾*
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*つかの深さの範囲にわたって延在し、著しい範囲の深さ
にわたって延在する多数の流路は、流路３２を用いる浅
い深さでの撮像のために設計された高周波プローブと、
流路３６のような比較的深い流路の一つを用いる深い深
さでの撮像のために設計された低周波プローブとを試験
するためにファントムを使用することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理に従って構成される超音波ファン
トムの斜視図である。
【図２】図１のファントム中の流路を示す図である。
【図３】流路の横方向の分離を示す、図１のファントム
の平面図である。
【図４】図２の流路によって占められる深さの範囲を示
す図である。
【符号の説明】
１０  ドップラーファントム
１２  ケース
１４  ダイヤフラム
１６  リップ
１８  ケースの任意の側
２０，２２，２４  ポート
３０  組織模倣材料
３２，３４，３６  流路
４２，４４  矢印

【図１】 【図２】
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摘要(译)

本发明的目的是提供一种超声体模，该体模尺寸小并且能够在具有相当
大的成像和测量深度的情况下评估超声系统的性能。 公开了一种由具有
多个流体通道的组织模仿材料形成的超声多普勒血流模型。 流动通道由
在不同的角部和幻影的不同深度延伸的管组成。 由于位于模体顶部模拟
皮肤表面上的探针可单独访问每个路径，因此该探针的性能可在很宽的
深度范围内扩展，从浅深度到非常深的深度。 可以评估整个流动角度。
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